
第１２４回丹波篠山市議会２月６日会議

議会提出議案

令和６年２月６日

丹 波 篠 山 市





議案第３号 

 

丹波篠山市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 

 丹波篠山市手数料徴収条例（平成１２年篠山市条例第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

第２条第１号中「第１２０条第１項」の次に「、第１２０条の２第１項」を

加え、「磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若

しくは一部を証明した書面」を「戸籍証明書」に改め、同条中第３９号を第４

１号とし、第３２号から第３８号までを２号ずつ繰り下げ、同条第３１号中

「(18)～(30)」を「(20)～(32)」に改め、同号を同条第３３号とし、同条第７

号から第３０号までを２号ずつ繰り下げ、同条第６号中「の閲覧手数料」を「又

は同法第１２０条の６第１項の規定に基づく届出等情報の内容を表示したもの

を閲覧に供する事務手数料」に改め、「 書類」の次に「又は届書等情報の内

容を表示したもの」を加え、同号を同条第８号とし、同条第５号中「又は同法

第４８条第２項」を「、同法第４８条第２項」に改め、「事項の証明書」の次

に「又は同法第１２０条の６第１項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書」

を加え、同号を同条第７号とし、同号の前に次の１号を加える。 

(6) 戸籍法第１２０条の３第２項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別

符号の発行（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第７条第

１項の規定により同法第６条第１項に規定する電子情報処理組織を使用す

る方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合（当該発行

に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報

処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。）における当該発行

及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を

行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明す

る除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合にお

ける当該発行を除く。）除籍電子証明書提供用識別符号１件につき ７０

０円 

第２条第４号を同条第５号とし、同条第３号中「第１２０条第１項」の次に

「、第１２０条の２第１項」を加え、「磁気ディスクをもって調製された除か

れた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面」を「除籍

証明書」に改め、同号を同条第４号とし、同条第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 戸籍法第１２０条の３第２項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別

符号の発行（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１
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４年法律第１５１号）第７条第１項の規定により同法第６条第１項に規定

する電子情報処理組織を使用する方法（総務省令で定めるものに限る。以

下この号において同じ。）により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を

行う場合（当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第１項の規定によ

り同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に

限る。）における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係

る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する

事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請

求を行う場合における当該発行を除く。） 戸籍電子証明書提供用識別符

号１件につき ４００円 

 

附 則 

 この条例は、令和６年３月１日から施行する。 

 

 

  令和６年２月６日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明  
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議案第４号 

 

丹波篠山市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

丹波篠山市介護保険条例（平成１２年篠山市条例第１１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

第３条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に改め、同項第１号中「３８，２８０円」を「３４，９５０円」

に改め、同項第２号中「４７，８５０円」を「５２，６１０円」に改め、同項

第３号中「５７，４２０円」を「５３，０００円」に改め、同項第４号中「６

６，９９０円」を「６７，２００円」に改め、同項第５号中「７６，５６０

円」を「７６，８００円」に改め、同項第６号中「８８，０５０円」を「８

８，３２０円」に改め、同号イ中「又は第１１号イ」を「、第１１号イ、第１

２号イ、第１３号イ又は第１４号イ」に改め、同項第７号中「９９，５３０

円」を「９９，８４０円」に改め、同号イ中「又は第１１号イ」を「、第１１

号イ、第１２号イ、第１３号イ又は第１４号イ」に改め、同項第８号中「１１

１，０２０円」を「１１５，２００円」に改め、同号イ中「又は第１１号イ」

を「、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ又は第１４号イ」に改め、同項第

９号中「１２２，５００円」を「１３０，５６０円」に改め、同号ア中「４０

０万円」を「４２０万円」に改め、同号イ中「又は第１１号イ」を「、第１１

号イ、第１２号イ、第１３号イ又は第１４号イ」に改め、同項第１０号中「１

３３，９８０円」を「１４５，９２０円」に改め、同号ア中「４００万円以上

６００万円未満」を「４２０万円以上５２０万円未満」に改め、同号イ中「又

は次号イ」を「、次号イ、第１２号イ、第１３号イ又は第１４号イ」に改め、

同項第１１号中「１４５，４７０円」を「１６１，２８０円」に改め、同号ア

中「６００万円以上８００万円未満」を「５２０万円以上６２０万円未満」に

改め、同号イ中「部分を除く。）」の次に「、次号イ、第１３号イ又は第１４

号イ」を加え、同項第１２号中「１５６，９５０円」を「１９９，６８０円」

に改め、同号を同項第１５号とし、同項第１１号の次に次の３号を加える。 

(12) 次のいずれかに該当する者 １７６，６４０円 

ア 合計所得金額が６２０万円以上７２０万円未満であって、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ又は第１４
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号イに該当する者を除く。） 

(13) 次のいずれかに該当する者 １８４，３２０円 

ア 合計所得金額が７２０万円以上８２０万円未満であって、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イに該当する

者を除く。） 

(14) 次のいずれかに該当する者 １９２，０００円 

ア 合計所得金額が８２０万円以上１，０００万円未満であって、前各号

のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）に該当する者を除

く。） 

 第３条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に、「２２，９７０円」を「２１，８９０円」に改め、同条第３

項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」

に、「２２，９７０円」を「２１，８９０円」に、「３８，２８０円」を「３

７，２５０円」に改め、同条第４項中「令和３年度から令和５年度まで」を

「令和６年度から令和８年度まで」に、「２２，９７０円」を「２１，８９０

円」に、「５３，６００円」を「５２，６１０円」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の丹波篠山市介護保険条例第３条の規定は、令和６

年度分の保険料から適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、

なお従前の例による。 

 

 

令和６年２月６日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明 
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議案第５号 

 

丹波篠山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 丹波篠山市国民健康保険税条例（平成１１年篠山市条例第２３６号）の一部

を次のように改正する。 

 

第３条第１項中「１００分の７．３２」を「１００分の７．０８」に改める。 

 第４条中「２６，３４０円」を「２７，６００円」に改める。 

 第５条第１号中「１８，６４０円」を「１９，５６０円」に改め、同条第２

号中「９，３２０円」を「９，７８０円」に改め、同条第３号中「１３，９８

０円」を「１４，６７０円」に改める。 

 第７条中「１０，５４０円」を「１１，５２０円」に改める。 

 第７条の２第１号中「７，５３０円」を「７，５６０円」に改め、同条第２

号中「３，７６０円」を「３，７８０円」に改め、同条第３号中「５，６４０

円」を「５，６７０円」に改める。 

 第８条中「１００分の２．６０」を「１００分の２．６２」に改める。 

 第９条中「１１，９００円」を「１２，３６０円」に改める。 

 第９条の２中「５，６８０円」を「６，０００円」に改める。 

 第２２条第１項第１号ア中「１８，４４０円」を「１９，３２０円」に改め、

同号イ（ア）中「１３，０５０円」を「１３，６９２円」に改め、同号イ（イ）

中「６，５３０円」を「６，８４６円」に改め、同号イ（ウ）中「９，７９０

円」を「１０，２６９円」に改め、同号ウ中「７，３８０円」を「８，０６４

円」に改め、同号エ（ア）中「５，２８０円」を「５，２９２円」に改め、同

号エ（イ）中「２，６４０円」を「２，６４６円」に改め、同号エ（ウ）中「３，

９５０円」を「３，９６９円」に改め、同号オ中「８，３３０円」を「８，６

５２円」に改め、同号カ中「３，９８０円」を「４，２００円」に改め、同項

第２号ア中「１３，１７０円」を「１３，８００円」に改め、同号イ（ア）中

「９，３２０円」を「９，７８０円」に改め、同号イ（イ）中「４，６６０円」

を「４，８９０円」に改め、同号イ（ウ）中「６，９９０円」を「７，３３５

円」に改め、同号ウ中「５，２７０円」を「５，７６０円」に改め、同号エ（ア）

中「３，７７０円」を「３，７８０円」に改め、同号エ（ウ）中「２，８２０

円」を「２，８３５円」に改め、同号オ中「５，９５０円」を「６，１８０円」

に改め、同号カ中「２，８４０円」を「３，０００円」に改め、同項第３号ア

中「５，２７０円」を「５，５２０円」に改め、同号イ（ア）中「３，７３０

円」を「３，９１２円」に改め、同号イ（イ）中「１，８７０円」を「１，９
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５６円」に改め、同号イ（ウ）中「２，８００円」を「２，９３４円」に改め、

同号ウ中「２，１１０円」を「２，３０４円」に改め、同号エ（ア）中「１，

５１０円」を「１，５１２円」に改め、同号エ（イ）中「７６０円」を「７５

６円」に改め、同号エ（ウ）中「１，１３０円」を「１，１３４円」に改め、

同号オ中「２，３８０円」を「２，４７２円」に改め、同号カ中「１，１４０

円」を「１，２００円」に改め、同条第２項第１号ア中「３，９５０円」を「４，

１４０円」に改め、同号イ中「６，５９０円」を「６，９００円」に改め、同

号ウ中「１０，５４０円」を「１１，０４０円」に改め、同号エ中「１３，１

７０円」を「１３，８００円」に改め、同項第２号ア中「１，５８０円」を「１，

７２８円」に改め、同号イ中「２，６４０円」を「２，８８０円」に改め、同

号ウ中「４，２２０円」を「４，６０８円」に改め、同号エ中「５，２７０円」

を「５，７６０円」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の丹波篠山市国民健康保険税条例の規定は、令和６

年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分までの国

民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

 

 令和６年２月６日提出 

 

                    丹波篠山市長 酒 井 隆 明  
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議案第６号 

  

丹波篠山渓谷の森公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例 

 

丹波篠山渓谷の森公園の設置及び管理に関する条例（平成１２年篠山市条例

第１５号）の一部を次のように改正する。 

 

別表中 

「 

入園料 小人 １人１回につき ２００円 １ 「小人」とは、小

学校及び中学校の児

童及び生徒とする。 

２ 「大人」とは、上

記を除く１５歳以上

の者とする。 

大人 １人１回につき ３００円 

キャンプ場 １サイト１泊

につき 

小 ４，６００円 

大 ５，１００円 

コテージ １棟１泊につき １８，５００円 

体験室 １時間につき １，０００円 

」 

を 

「 

入園料 小人 １人１回につき ２５０円 １ 「小人」とは、小

学校及び中学校の児

童及び生徒とする。 

２ 「大人」とは、上

記を除く１５歳以上

の者とする。 

大人 １人１回につき ３５０円 

キャンプ場 １サイト１泊

につき 

小 ５，５００円 

大 ６，０００円 

１サイト１日

につき（宿泊

以外に使用す

る場合） 

小 ２，５００円 

大 ３，０００円 

コテージ １棟１泊につき ２２，０００円 

体験室 １時間につき １，２００円 

」 

に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和６年７月１日から施行する。 
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  令和６年２月６日提出 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明   
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議案第７号 

 

丹波篠山市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

丹波篠山市公営企業の設置等に関する条例（平成１１年篠山市条例第２００ 

号）の一部を次のように改正する。 

 

第８条中「第２４３条の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改め 

る。 

 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

令和６年２月６日提出 

 

                    丹波篠山市長 酒 井 隆 明 
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議案第８号 

 

丹波篠山市水道事業給水条例等の一部を改正する条例 

 

（丹波篠山市水道事業給水条例の一部改正） 

第１条 丹波篠山市水道事業給水条例（平成１１年篠山市条例第２０３号）の

一部を次のように改正する。 

第５条第１項、第３４条第２項ただし書及び第３７条第１号中「厚生労働

省令」を「国土交通省令」に改める。 

（丹波篠山市水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準に関する条例の一部改正） 

第２条 丹波篠山市水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技

術管理者の資格基準に関する条例（平成２４年篠山市条例第３９号）の一部

を次のように改正する。 
第４条第１項第６号中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」 

に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

令和６年２月６日提出 

 

                    丹波篠山市長 酒 井 隆 明 
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議案第９号 

 

丹波篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関 

する条例の一部を改正する条例 

 

 丹波篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（平成１１年篠山市条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表保育園・学校関係の非常勤の特別職の部幼稚園長 幼稚園教頭の項中

「８，０００円」を「１６，０００円」に、「４，０００円」を「８，０００

円」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

  令和６年２月６日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明  
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議案第１０号 

 

丹波篠山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に 

関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 丹波篠山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例（平成２６年篠山市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 

第２３条の見出しを「掲示等」に改め、同条中「掲示しなければならない」

を「掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によ

って直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行

うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧

に供しなければならない」に改める。 

第５３条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これら

に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電

磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

 

 附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２３条の改正規定は、令和

６年４月１日から施行する。 

 

 

  令和６年２月６日提出 

 

 丹波篠山市長 酒 井 隆 明  
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議案第１１号 

 

兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増

減及び規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、令和

６年４月１日付けで丹波少年自然の家事務組合の兵庫県市町村職員退職手当 

組合からの脱退及び識見を有する者のうちから選任された監査委員の任期の改 

正に伴い、兵庫県市町村職員退職手当組合規約を次のとおり変更することにつ 

いて協議する。 

よって、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を求める。 

 

 

  令和６年２月６日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明  

 

 

兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約 

 

兵庫県市町村職員退職手当組合規約（昭和３０年兵庫県告示第１９７号の１

２）の一部を次のように改正する。 

 

 第１１条第３項中「３年」を「４年」に改める。 

別表第１号表中「、丹波少年自然の家事務組合」を削る。 

 

   附 則 

 この規約は、令和６年４月１日から施行する。 
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